
１ 基本的事項

（１） 計画策定の趣旨

前計画の計画期間が終了することから、空家等対策のさらなる推進を目指し、社会情勢の変化や

関連法令の改正等を踏まえ、前計画の理念を継承した本計画を策定しました。

（２）前計画からの主な変更点

〇空 家 等 の 調 査 方 法：2カ年の空家等の実態を差異分析し、空家等の問題点を考察しました。

〇取組方針と具体的な施策：地域の実情を踏まえた方針を整理しました。

〇管理不全空家等の追加：空家法改正を踏まえ、新たに位置付けました。

３ 前計画の取組成果の検証

前計画に基づく取組は全体として概ね実施できています。

一方で、今後は次の取組を継続・強化していく必要があります。

 〇意識啓発に係る取組の継続

 〇予防に向けた相談等体制の充実

 〇関係団体と連携した地域主体の空家対策の推進

 〇補助・支援等各種制度の見直しや拡充の検討

 〇定期的なデータの蓄積・整理・分析による取組成果の検証

２ 空家等の現状
（１） 空家等の調査

本市の空家等の現状を把握するため、前計画策定時（Ｈ29）と直近（（Ｒ５）の調査結果を比較

しました。

（２） 調査結果

下図のとおり、空家等の状況については、地域差が見受けられます。

市全体では空家数が増加しており、地域の実情を踏まえた対応が求められます 。

  

４ 空家等対策の主な課題

２および３を踏まえ、次の課題が明らかとなりました。

○市全体における空家の増加に対する取組

○沿岸部における高い住宅市場性が保たれるための取組

○住宅団地における今後の空家の増加見通しへの対応

○今後も空家の著しい増加が見込まれる佐伯地域における取組

○別荘地以外で空家が増加している吉和地域における取組

○空家予備軍が多いと想定される宮島地域における取組

○取組施策の評価方法の設定

５ 空家等対策の基本方針

（１）空家等対策の目標

空家化の未然防止と空家等所有者等による空家等の適正な管理及び活用を促進するとともに、

空家等の老朽化等に伴う危険性の除去等の対策を適切かつ迅速に講じ、良好かつ快適な生活環境

の維持と市民の安全・安心の確保を図ります。

（２）対象地区 ：廿日市市全域

（３）対象とする空家等の種類 ：主として「一戸建て住宅」

６ 取組方針と具体的な施策

取組施策の実施状況や効果を把握・検証し、施策の見直しや改善につなげるため、評価方法を構

築します。

（１）施策の柱に対する成果指標の設定

（２）各取組の実効性の把握・検証

（３）適宜取組施策を評価検証できる体系構築             ※詳細は裏面のとおり

７ 計画の推進方策

（１）具体的な施策の実施体制

本市の主要な関係部署と適宜連携を図ることで、適切かつ円滑な実施につなげます。

（２）管理不全空家等及び特定空家等対策

危険な空家等は、通報や巡回により把握し、所有者への指導を通じて改善を促します。

周辺への影響が大きい場合は、法に基づく措置を講じます。

（３）計画の進行管理

本計画に基づく施策は、実施プログラムにより進行管理し、空家等を取り巻く環境や国及び

県の施策の変化を踏まえて、成果指標等で評価・検証し、必要に応じて見直します。
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６ 取組方針と具体的な施策（再掲） 
 

 

地域 
廿日市地域・大野地域の 

市街化区域 

廿日市地域・大野地域の 

市街化調整区域及び都市計画区域外 
佐伯地域 吉和地域 宮島地域 

現状 空家率:低い 住宅市場性:高い 
住宅等の建築・増築規制：厳しい 

住宅市場性:低い 
空家が著しく増加 最も空家化が進行 

文化財保護法等規制有 

高齢者のみの世帯割合:高い 

取組方針 

求められる姿 

 

利便性に長けたエリア 

良好な住環境の維持・保全 

 

営農環境の維持・保全 

住環境の整備 

 

多様性のある暮らしの維持 

地域産業活性化 

 

多様性のある暮らしの維持 

地域産業活性化 

観光産業・自然環境を生かした 

生活環境の充実 

地域コミュニティの維持 

 具体的な施策を体系的かつ効果的に遂行するとともに、評価検証を行いやすくするために、施策の体系化及び分類を行います。また、地域ごとの実情に応じて共通の施策体系の下で空家等対策を推進します。 

具体的な施策 

〇冊子の作成・配布  

〇空家に関する知識や情報発信 

〇出前トークの実施 
 

〇相談会の開催 〇相談対応ができる体制整備 〇DXを活用した相談対応 

〇福祉部局との連携による相談窓口の利用促進  

〇地域振興施策等の担当部局との連携による地域主体の取組支援 

〇応急処置による安全確保 

〇勉強会の開催 〇人材育成のための勉強会開催  

〇関係団体と連携した先進的な取組 

〇空家等対策協力事業者情報提供制度の運用 〇空家等管理活用支援法人の指定 

〇空き家バンクの充実、利用促進 〇既存制度の強化と効果的な補助金事業の検討 

〇老朽化した空家除却のための補助金事業実施 〇空家等活用促進区域の指定 

〇相続財産清算人制度等の活用 〇空家等対策に寄与する他施策の展開 

〇新たに把握した空家のデータベース管理  

〇利活用が行われた空家のデータベース管理 

○空家所有者等の特定及び情報提供 

〇特定空家等、管理不全空家等の判定調査 

○法に基づく勧告 〇行政による代執行の実施 

①空家化の 

予防 

②空家等の 

適正管理 

③空家等の 

活用の促進 

④特定空家等の

解消 

４つの施策 ６つの施策分類 

ア 意識啓発 

空家等の問題や対策に係る市民等の意識の醸成や知識

の普及に係る施策を指します。 

イ 相談等体制の充実 

市民等の相談対応するための体制を始めとした、空家

等対策を推進するため庁内体制整備に係る施策を指し

ます。 

ウ 関係団体との連携 

市による対応のみならず、関係団体（法務、建築、不

動産関係、地域自治組織等）と連携して行う施策を指

します。 

エ 補助・支援等各種制度の展開 

空家等対策に係る補助事業や支援事業を含む各種制度

の展開に係る施策を指します。 

オ データベースの整備 

空家等の状況や補助事業等の実施履歴をデータ管理

し、施策の見直しや検討につながる施策を指します。 

カ 是正促進 

主に法に基づき、空家等の状態を改善するための施策

を指します。 




